
ありあけ新世高校 注意報・警報発令時の対応 
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強風・大雨・洪水 暴風 大雨・洪水 
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①保護者と相談の

うえ、安全が確保

された状況のもと

で登校する。 

 

②安全に登校する

ことが心配される

場合は、学校に連

絡をし、自宅で待

機するか、状況を

見て登校する。 

 

 

 

 

 

 

 

①課外中止 

 

②午前６時の気象情報で

警報が発令されている場

合、または、交通機関が

途絶している場合は自宅

待機とする。 

 

③午前１１時の時点で警

報が解除されていない場

合は、休校とする。 

 

④午前１１時の時点で解

除されている場合は安全

が確保されていることを

確認し、午後の授業に間

に合うように登校する。 

 

①保護者と相談の

うえ、安全が確保

された状況のもと

で登校する。 

 

②安全に登校する

ことが心配される

場合は、学校に連

絡をし、自宅で待

機するか、状況を

見て登校する。 

 

 

 

 

 

 

 

①登校禁止とし、自宅

待機とする。その際学

校との連絡が取れる準

備をしておくこと。 

②学校ホームページや

学校緊急連絡メールを

随時確認すること。 

 

③登校に関しては、学

校からの指示を待つこ

と。 

在 

校 

中 

①交通情報・気象情報にもとづき下校を含めた措置を決定する。 

②必要に応じて保護者に連絡する。 

緊 

急 

時 

①学校ホームページに掲載する。 

②「ありあけ新世連絡メール」（緊急時携帯メール）で配信する。 

③学校からの指示がない場合は、上記マニュアルに沿って行動すること。 

備 

考 

①交通情報・気象情報・地域の状況等を考慮して、生徒の安全確保を最優先に検討する。 

②生徒への連絡は迅速に行い、災害発生が予想される場合は、前日までに連絡する。 

③「特別警報」は、これまでの「警報」の発表基準を遙かに超える、数十年に一度の災害が起

こると予想される場合に発表されます。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避

難勧告などの情報を確認し、命を守るための行動をとってください。 

※平成２９年９月１日一部改正（特別警報に関する事項） 


